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・第1の無料サービス：弊社所属の「防犯設備士」が事前に防犯診断を無料で行います。

現地建物を調査したうえで、防犯対策が必要な箇所・最適なカメラ台数・撮影範囲・撮影画角・撮影角度を

ご提案させて頂きます。

・第2の無料サービス：防犯診断の内容をご確認して頂いた後、ご希望に応じて工事見積を無料で行います。

ー当社は大手メーカーの製品を使用致します。地域最安値の価格帯で施工可能です。相見積歓迎です。ー

様々な用途に対応する製品を取り扱っております。お気軽にご相談下さい。

安心の地元企業です。本社は幕張
新都心オフィス街にございます。
お気軽にご来社ください。

日本防犯システム正規代理店



管理組合様・理事会様・理事長様へのご提案

マンション共用部への防犯カメラシステム一式導入をご検討ください。

以下の条件に当てはまる場合に、当社カメラシステムの導入をお勧め致します。

□ 建物内への不法侵入・ゴミ集積場への不法投棄・駐輪場でのイタズラ・ピンクビラや

違法ビラの増加・近隣での事件発生等、防犯カメラを新規で設置する必要が生じている場合

□ 画素数の少ない旧スペックのカメラシステム一式の新機種への入れ替えを予定されている場合

□ 設置済みの防犯カメラ(保証期間超過)が壊れてしまったが、現状維持で使用されている場合

□ レンタルもしくはリース契約を締結されているケースにおいて

契約期間中ほぼトラブルが無かったが、保守・メンテナンスの費用として高額な費用

が発生していた。数ヵ月後に契約期間が終了するので、レンタル・リース契約は解除して

機材一式を一括購入(買い切り)して合理化を図りたい場合(当該ケースのご相談が増加中です)

□ 建物の構造上、外壁・内壁等にカメラの映像等を伝送するための配線の敷設が困難で有線

工事による施工が難しい場合→無線(WiFi)等を活用し防犯カメラを設置したい場合(当該ケースのご相談が増加中です)

その他ご不明点、ご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください

代表番号 043-306-1113 FAX 043-306-1119 MAIL info@hilifedesign.co.jp
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・大手メーカーの優れた品質及び耐久性・適切な施工設計・リーズナブルな総工事費・最長のメーカー保証

当社は全ての要素において地域最良の防犯カメラ設置業者です。

第１の無料サービス 当社所属の「防犯設備士」が事前に防犯診断を無料で行います。

最適な撮影場所・撮影範囲・撮影画角・撮影角度をご提案させて頂きます。

第２の無料サービス 防犯診断の内容をご確認後、ご希望に応じて無料の工事見積書作成を行います。

第３の無料サービス ２００万画素(フルハイビジョン対応)の防犯カメラ及び液晶モニターを担当者が

現地に持参し、撮影時の画質の鮮明度・撮影可能範囲のご確認をして頂く無料体験

を実施しています。

第１のアフターフォロー 建物ゴミ集積場への不法投棄者または建物内への不法侵入者、または

エントランス内でのタバコのポイ捨て者、駐車場での車両へのイタズラ等を行っている人物等の特定が

可能となった場合、当社所属の「行政書士」が当該人物への警告文等を代行作成し、配達証明または

内容証明郵便にて書面を郵送し以後の被害を抑止するアフターサービスを実施しています。

第２のアフターフォロー 建物内もしくは建物周辺にて事件等発生時、警察より証拠保全のためにデータ

の開示を求められた際に、弊社担当者が立会い対応を致します。
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当社の特徴

安心の３つの無料サービス

他社には無い、２つのアフターフォロー


